
入 札 説 明 書 

 

１ 入札に付する事項 

⑴ 件名 

自動体外式除細動器（AED）51台の賃貸借 

⑵ 数量及び仕様等 

別紙仕様書のとおり 

⑶ 納入期限 

  令和７年８月３１日 

⑷ 納入場所 

別紙仕様書のとおり 

⑸ 借入期間 令和７年９月１日から令和１２年８月３１日まで 

なお、令和８年度以降において、当該物品に係る予算が減額され、又は成立しなかっ

た場合には、当該契約の全部又は一部を解除できるものとする。 

 

２ 入札に参加する者に必要な資格に関する事項 

入札に参加する者は、次に掲げる要件をすべて満たさなければならない。 

⑴ 製造の請負、物品の売買及び修理、役務の提供並びに物品の賃貸に係る調達契約の一 

般競争入札又は指名競争入札に参加する者に必要な資格及びその審査申請手続等につい 

て（令和５年鳥取市告示第５９３号。以下「告示」という。）に基づく競争入札参加資格

を有するとともに、その資格区分が別表に定める「リース・レンタル」の「その他賃貸」

に登録されている者であること。 

⑵ 公告の日から入札（開札）の日までの間のいずれの日においても、鳥取市入札参加資

格者指名停止措置要綱（平成２５年４月１日制定）第３条の規定による指名停止措置を

受けていない者であること。 

⑶ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しない者

であること。 

⑷ 公告の日から入札（開札）の日までの間のいずれの日においても、会社更生法（平成

１４年法律第１５４号）の規定による更生手続開始の申立てが行われた者又は民事再生

法（平成１１年法律第２２５号）の規定による再生手続開始の申立てが行われた者でな

いこと。 

⑸ 本市内に本社、営業所等を有する者であること。ただし、営業所等の場合は、公告の

日において当該営業所等の代表者等が受任者として鳥取市競争入札参加資格者名簿（物

品・役務）に登録されていること。 

⑹ 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和３５年法

律第１４５号）第３９条第１項の規定による高度管理医療機器等の貸与業の許可を受け

ている者であること。ただし、⑸のただし書の規定による場合にあっては、本市との契

約締結の権限を委任された営業所等が当該許可を受けていること。 

 

３ 入札説明書、仕様書等に対する質問等 

⑴ 入札説明書、仕様書等に対する質問 

質問は、令和７年７月３０日の午後３時までに質問書（別紙１）をファクシミリで送

信して行うこと。回答は、同月３１日の午後３時までに鳥取市公式ウェブサイト

（https://www.city.tottori.lg.jp）に掲示する。 



⑵ 質問書の送信先 

鳥取市総務部検査契約課 ファクシミリ ０８５７－２０－３９４８ 

⑶ 同等品の確認 

同等品（仕様書で指定した同等品がある場合は、その同等品を除く。以下同じ。）で

の入札を希望する者は、令和７年７月３０日の午後３時までに同等品確認書（別紙６）

を仕様書の問い合わせ先（発注課）へ届け出ること。同等品の適否についての回答は、

同等品の確認を求めた者に対して、同月３１日の午後３時までにファクシミリで送信し

て行う。なお、口頭、電話等による同等品の確認は、認めない。 

 

４ 入札方法等 

⑴ 入札は郵便によるものとし、持参によるものは認めない。 

⑵ 郵送方法は、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便のいずれかによること。 

⑶ 宛先は、〒６８０－８７９９ 日本郵便株式会社 鳥取中央郵便局留 鳥取市総務部

検査契約課行とすること。 

⑷ 郵送開始日は、令和７年７月２８日とする。 

⑸ 到着期限は、令和７年８月３日（必着）とする。 

⑹ 入札書は別紙３を使用し、入札金額には導入設定・設置等に要する経費、賃貸借期間

中の賃貸借料、保守料等の一切の経費の総額を６０月で割った１月当たりの金額を記載

すること。 

⑺ 入札書は、封筒（長型３号程度の大きさ）に入れ封印し、封筒表面にはこの入札に係

る開札日、件名を記入して、「入札書在中」と朱書きし、封筒裏面には差出人の住所、商

号又は名称を記入して郵送すること。記載例は別紙２のとおり。また、この入札に係る

入札書以外の入札書を同封して郵送した場合、無効となるので注意すること。 

⑻ 代理人をして入札させようとするときは、必ず委任状を提出すること。委任状は別紙

４を使用し、その提出に当たっては、前号に規定する封筒に同封すること。なお、本社

の代表者又は受任者（本社の代表者から入札の権限を委任された者として鳥取市競争入

札参加資格者名簿（物品・役務）に登録されている者に限る）が入札する場合は、委任

状の提出は不要である。 

⑼ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１０に相当

する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨て

た金額）をもって落札金額とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税

事業者であるかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書

に記載すること。 

⑽ 入札者は、入札書の記載事項について抹消、訂正又は挿入をしたときは、当該抹消等

をした箇所に押印すること。ただし、入札金額は改めることはできない。 

⑾ 入札者は、いったん提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることはできない。 

⑿ 入札者は、入札に関して私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２

年法律第５４号）その他の法令に抵触する行為を行ってはならない。 

⒀ 入札者は、入札後、入札説明書、仕様書等の不知又は不明を理由として、異議を申し

立てることはできない。 

 

５ 入札（開札）の場所及び日時等 

⑴ 場所 鳥取市幸町７１番地 鳥取市役所本庁舎４階会議室４－２ 

⑵ 日時 令和７年８月４日 午後１時３０分 



⑶ 立会 入札者は入札（開札）に立ち会うことができる。 

 

６ 無効となる入札の範囲 

次に掲げる入札は、無効とする。 

⑴ 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札 

⑵ 鳥取市契約規則（昭和３９年鳥取市規則第３号）、本件に係る公告、入札説明書又は仕

様書に記載する条件に違反した入札 

⑶ 同一の入札において同一人が複数の入札書を提出した入札 

⑷ 入札書の金額、氏名、印影、その他入札に関する要件を欠き、又は重要な文字を誤脱

し、若しくは記載内容を確認しがたい入札書による入札 

⑸ 記名押印のない入札 

⑹ 委任状を提出しない代理人のした入札 

⑺ 同一の入札において他の入札者の代理人を兼ねた者又は２人以上の入札者の代理をし

た者の入札 

⑻ 指定された方法以外の方法で提出された入札 

⑼ 指定された期日に指定された場所に到着しない入札 

⑽ 同等品の承認を受けないでした同等品による入札 

⑾ その他、入札執行者が無効と認めた入札 

 

７ 入札の辞退 

入札書郵送後に入札を辞退する場合は、５の入札（開札）の開始までに入札辞退届を鳥

取市総務部検査契約課（鳥取市幸町７１番地 鳥取市役所本庁舎４階）に提出しなければ

ならない。 

 

８ 落札候補者 

⑴ 落札候補者の決定 

鳥取市契約規則第１１条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低

価格をもって有効な入札を行った者を落札候補者とする。 

 ⑵ 落札候補者となるべき入札者が２名以上の場合は、別に指定する日時及び場所におい

て、くじにより落札候補者を決定する。なお、当該入札者のうち、くじを引かない者が

あるときは、これに代えて当該入札事務に関係ない職員にくじを引かせるものとする。 

⑶ 入札参加資格確認申請書の提出 

落札候補者は、令和７年８月５日までに入札参加資格確認申請書（別紙５）を鳥取市

総務部検査契約課に提出しなければならない。入札参加資格確認申請書を提出しない落

札候補者のした入札は無効とする。 

 

９ 落札者の決定 

⑴ 入札参加資格確認申請書により入札参加資格要件を満たしている場合には、落札候補

者を落札者とする。 

⑵ 落札候補者が入札参加資格要件を満たしていない場合には、新たに次の順位の者を落

札候補者として入札参加資格要件の審査を行うものとし、以後落札者の決定まで同様と

する。 

 

10 再度の入札 



予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないときは、別に指定する日時及び場所におい

て、再度の入札に付するものとする。 

 

11 その他 

⑴ 入札保証金 免除 

⑵ 契約保証金 免除 

⑶ 契約書作成の要否 要 

⑷ 開札前に天災その他やむを得ない理由が生じたとき、又は入札に関し不正の行為があ

り、若しくは競争の意志が無いと認めるときは、入札の執行を中止し、又は取り止める

ことがある。 

 

問い合わせ先 鳥取市総務部検査契約課 

電話：０８５７－３０－８１２１ 

ファクシミリ：０８５７－２０－３９４８ 



質 問 書 

 

件 名 自動体外式除細動器（AED）51台の賃貸借 

公 告 日 令和７年７月２２日 

質 問 者 名 

会 社 名： 

代表者名： 

連 絡 先：電話        ﾌｧｸｼﾐﾘ         

質 問 者： 

提出年月日 令和  年  月  日 

質 問 事 項 

 

 

別紙 1 



郵送用封筒記載例 

 

 

【封筒表面】 

 

日本郵便株式会社 鳥取中央郵便局留 

 鳥取市総務部検査契約課 行 

 

 

 

開札日  令和７年８月４日 

件 名  自動体外式除細動器（AED）51 台の賃

貸借 

簡易書留  

 

 

 

 

【封筒裏面】 

 

 

 

 

               

 

差出人                  

住 所            

商号又は名称            

 

 

※封筒は、長型 3 号（120×235mm）程度の大きさで中身が透けて見えないものを使用するこ

と。 

 

 

 

入札書在中 

印 印 印 

 

朱書きす
ること。 

一般書留・簡易書留・特定
記録郵便のいずれかの郵
送方法を記入すること。 

別紙２ 
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入 札 書  (第１回) 

 

 

鳥取市長 深澤 義彦  様 

 

  鳥取市契約規則(昭和３９年鳥取市規則第３号)、入札説明書、仕様書等を熟覧のうえ、次

のとおり入札します。 

 

 令和  年  月  日 

 

入札者 住 所 

商号又は名称 

代表者氏名             印 

 

 

代理人 住    所 

 

氏    名             印 

 

 

件  名 自動体外式除細動器（AED）51 台の賃貸借 

入札金額 金               円 

 

※ 入札金額は、導入設定･設置等に要する経費、賃貸借期間中の賃貸借料、保守料等の一切

の経費の総額を６０月で割った１月当たりの金額を記載すること。 

 

別紙３ 



委  任  状 

 

 

鳥取市長 深澤 義彦  様 

 

私は、住所              氏名         を代理人 

と定め、次の入札（見積）に係る一切の権限を委任します。 

 

  令和  年  月  日 

 

 

委任者 住    所                  

商号又は名称                  

代表者氏 名                印 

 

受任者 住    所                  

氏    名                印 

 

 

件名 自動体外式除細動器（AED）51 台の賃貸借 

 

 

 

別紙４ 



入札参加資格確認申請書 

 

 

令和  年  月  日  

 

 

鳥取市長 深澤 義彦 様 

 

 

住  

住    所 

商号又は名称 

代表者氏名             印 

 

 

 

件  名：自動体外式除細動器（AED）51 台の賃貸借 

 

公 告 日：令和７年７月２２日 

 

 

 

私は、上記の入札に係る公告の「２ 入札に参加する者に必要な資格に関する事項」第４

号の要件を満たしていることを誓約するとともに、その他の入札に参加する者に必要な資格

に関する事項の要件を満たしているので、次の添付書類とともに入札参加資格の確認を申請

します。 

 

【添付書類】 

 

１ 高度管理医療機器等の貸与業の許可の写し 

 

２  同等品の承認を受けた場合は、その同等品確認書（同等品確認結果通知書）の写し 

 

 

 

 

別紙５ 



同 等 品 確 認 書 

鳥取市長 深澤 義彦 様 

 

件   名 自動体外式除細動器（AED）51 台の賃貸借 

公 告 日 令和７年７月２２日 

 

内

訳

No 

参考品 同等品候補 同等品確認結果 

ﾒｰｶｰ名・品番・規格等 ﾒｰｶｰ名・品番・規格等 税抜価格 
左の同等品候補を同等品と 

認めます。・認めません。 

    
左の同等品候補を同等品と 

 認めます。・認めません。 

    
左の同等品候補を同等品と 

 認めます。・認めません。 

    
左の同等品候補を同等品と 

 認めます。・認めません。 

    
左の同等品候補を同等品と 

 認めます。・認めません。 

上記の同等品候補は参考品と同等品であることの確認をお願いします。 

令和  年  月  日 

所 在 地  

商号・名称  

代表者氏名               印 

（担当者：            ） 

ＦＡＸ番号 
 

 

同 等 品 確 認 結 果 通 知 書 

 

同等品の確認の結果は、上記「同等品確認結果」欄のとおりです。 

令和  年  月  日 

鳥取市長 深澤 義彦     

 

（発注課：        ） 

 

注 1）「参考品」欄には、仕様書の品名､ﾒｰｶｰ名､品番､規格等を記入してください。 

注 2）「同等品候補」欄には、同等品の承認を受けたい物品のﾒｰｶｰ名､品番､規格等及び税抜価格（ｶﾀﾛｸﾞ

表示等のﾒｰｶｰ希望小売価格）を記入してください。 

注 3）この同等品確認書にｶﾀﾛｸﾞ等を添付して提出してください。 

注 4）同等品の確認結果は、ﾌｧｸｼﾐﾘで通知します。 

注 5）同等品で入札する場合は、必ずこの確認書で事前に承認を受けてください。 

別紙６ 



仕 様 書 

 

１ 件名 自動体外式除細動器（ＡＥＤ）５１台の賃貸借 

（リース契約期間を満了した５１カ所のＡＥＤを更新するもの） 

  

２ 物品等の仕様 

 （１）機能 

   ①出力波形：二相性（バイフェージック） 

   ②音声メッセージ：日本語 

   ③厚生労働省による医療用具の承認を得ていること 

   ④心肺蘇生法の国際ガイドライン２０２０版に対応可能なこと 

 （２）安全性 

    医療電気機器の安全に関する規格に適合していること 

 （３）製品構成 

   ①自動体外式除細動器（ＡＥＤ）本体×１ 

   ・本体保障期間５年間以上・自社規定の耐用年数５年以上であること 

・自動セルフテスト機能その他これら同等の機能を有するもの 

・安全性確保のため、機器やパッドに異常があった際には、インジケータとアラーム音と

の両方で知らせる機能があること 

・未就学児キーまたは切替スイッチによって、成人・未就学児モードの変更ができること 

・ＡＥＤ遠隔監視システム等により、ＡＥＤの異常が担当者に通知され、遠隔地であって

もＡＥＤの維持管理ができること 

②バッテリー×１ 

・待機状態で充電・電池交換することなく２年以上の寿命を確保できること 

   ③成人・未就学児兼用電極パッド×２（本体１組、予備１組） 

・電極パッドは本体に接続された状態で保管されていること 

   ④ＡＥＤ用救急セット 

・人口呼吸用マウスピース又はシート×１ 

・感染防止用使い捨て手袋×１ 

・救急用ハサミ×１ 

・脱毛除毛用具×１ 

・水分払拭用布×１以上 

⑤キャリングケース×１ 

・ＡＥＤ本体、成人・未就学児兼用電極パッド２組及びＡＥＤ用救急セットを一体収納で



きるもの。又は、搬出時に同時携行できるようなケースが付いているもの 

   ⑥ＡＥＤ収納ボックス 

・壁に取付する形式のボックスであり、ドアを開けた時に警報音を発するものであること 

・キャリングケースに入れたままでも収納できる大きさのものであること 

   ・リース期間中にＡＥＤ収納ボックスに破損等が生じた場合は、追加料金なしで同等品（中

古物品可）に交換する等の必要な措置を講じること 

   

３ 数量 ５１台 

 

４ 参考品リスト 

 

５ 設置期限 令和７年８月３１日 

 

６ 賃貸借期間 令和７年９月１日～令和１２年８月３１日 

 

７ 設置場所 

鳥取市内５１カ所 ※仕様書別紙（設置場所一覧表）のとおり 

  

８ 入札金額 

 

９ 契約の締結       

   長期継続契約とし、リース契約が満了する年度まで継続する。ただし、翌年度以降におい

て、当該契約に係る歳入歳出予算が減額又は削除された場合は、この契約を変更又は解除で

きるものとする 

 

１０ 賃貸借期間満了後の措置： 返却 

 

１１ 入替対象のＡＥＤ本体及びＡＥＤ収納ボックスの取り扱い 

リース契約満了に伴う入替対象のもの（仕様書別紙｢設置場所一覧表｣の番号１から５１に

 日本光電 stryker  日本ライフライン フィリップス 

自動体外式 

除細動器 
ＡＥＤ－3100 ライフパック CR2 ＲＱ－6000 ハートスタート FRx+e 

入札金額 条件 

１．賃借料 
搬入、設置、設定、使用説明及びリース期間中の設置場所変更に要す

る一切の経費、保険料（動産保険等）を含む 

２．保守料 不具合時の機器調整 

（リース期間中の消耗品、器具使用時におけるパッド交換を含む） 

以上を月額とし、消費税及び地方消費税は除く 



設置してあるもの）は、ＡＥＤ本体とＡＥＤ収納ボックスを当該物件の賃貸借契約者へ返還

するため、撤去施設を判別できる状態にして、返却すること。 

 

１２ その他 

 （１）リース形式とし、リース料金を月額払いとする 

（２）月額リース料金内にて以下のサービスを付帯すること 

  ・契約受注者の責任において、契約期間内に使用期限が到来する電極パッド、バッテリー及

びＡＥＤ用救急セットは、使用期限前に追加料金なしで交換を行うこと 

  ・故障発生時には、原則として２４時間以内に代替品を納入すること 

  ・実使用時に使用した電極パッド及びＡＥＤ用救急セットの交換は、契約受注者において補

充すること 

  ・契約期間中、故障・盗難・破損（故意及び使用者の重過失、天災等は除く）等に備え、動 

   産保険を付し、保険適用範囲内の交換・修繕等を追加料金なしで行うこと 

  ・電極パッド及びバッテリー交換後は交換報告書（交換した施設、時期が分かる書面）を提

出すること 

  ・設置機器の使用方法等についての講習会の実施を設置施設が要望した際に、無償で講師を

派遣すること 

（３）自動体外式除細動器（ＡＥＤ）納入時に各施設職員に対し、取扱説明（設置後の日常の

点検・管理の仕方の説明を含む）を実施すること 

（４）納入日については、契約受注者と打ち合わせのうえ決定する 

（５）納品にあたっては、各施設職員の指示に従うこと 

（６）納品に要する費用（新たにＡＥＤ収納ボックスを設置する場合は、現在設置してあるボ

ックスの撤去等に要する費用も含む）は契約受注者が負担すること 

（７）機器の設置、設定等は契約受注者が行うこと 

（８）納品に際して発生したゴミ等は契約受注者が責任をもって処理を行うこと 

（９）リース期間中にＡＥＤの設置場所の変更（屋外への設置変更も含む）が必要になった

場合は、契約受注者が随時、ＡＥＤ収納ボックス等の移設工事を追加料金なしで行うこ

と 

（10）ＡＥＤ及びＡＥＤ収納ボックスは屋外に設置しても使用可能なものであること 

（11）その他、本仕様書に定めない事項で疑義が生じた場合は、担当職員と協議すること 

 

【問い合わせ先：保健総務課 0857-30-8522 担当：中澤】  

                                 

 



仕様書別紙

番号 施設名称 電話番号 住所 BOX 設置場所 設置方法
現在設置

（リース切替前）
AED種別

1 障害者福祉センター　さわやか会館 27-3338 鳥取市富安二丁目96 要 屋内 固定 リース

2 若葉台スポーツセンター 30-2231 鳥取市若葉台北2丁目1 要 屋外 固定 リース

3 鳥取市立気高図書館 37-6036 鳥取市気高町北浜３丁目１２１−６ 要 屋内 固定 リース

4 城下町とっとり交流館　高砂屋 29-9024 鳥取市元大工町１ 要 屋内 置型 リース

5 佐治町山王ふれあい会館 (0858)76-6700 鳥取市佐治町尾際６７７−６７９ 要 屋内 固定 リース

6 流しびなの館 (0858)87-3222 鳥取市用瀬町別府３２－１ 要 屋内 固定 リース

7 あおや和紙工房 86-6060 鳥取市青谷町山根３１３ 要 屋内 固定 リース

8 さじコスモスの館 (0858)76-6000 鳥取市佐治町高山１０７２−１ 要 屋内 置型 リース

9 鳥取市鹿野往来交流館 0857-38-0030 鳥取市鹿野町鹿野１３５３ 要 屋内 固定 リース

10 鳥取市美保球場 26-0888 鳥取市吉成３丁目１−５ 要 屋内 固定 リース

11 西人権福祉センター 27-1064 鳥取市西品治674 要 屋内 置型 リース

12 国府人権福祉センター 27-4774 鳥取市国府町麻生３７３－３ 要 屋内 固定 リース

13 江山人権福祉センター 53-1542 鳥取市下味野１０５８－３ 要 屋内 固定 リース

14 気高人権福祉センター 82-3363 鳥取市気高町下光元４７８－３ 要 屋内 固定 リース

15 高草人権福祉センター 24-1763 鳥取市古海７１５－３ 要 屋内 置型 リース

16 河原人権福祉センター 0858-85-0135 鳥取市河原町曳田９８２－１ 要 屋内 固定 リース

17 美保保育園 22-6291 鳥取市吉成二丁目１３－８ 要 屋内 固定 リース

18 湖南保育園 57-0116 鳥取市松原４１９－２ 要 屋内 固定 リース

19 浜村保育園 82-0101 鳥取市気高町八幡３８８－１ 要 屋内 固定 リース

20 すくすく保育園 85-0430 鳥取市青谷町青谷６０４ 要 屋内 固定 リース

21 みやこ保育園 24-8530 鳥取市国府町中郷８９５ 要 屋内 固定 リース

22 賀露保育園 28-1344 鳥取市賀露町北二丁目２－１５ 要 屋内 置型 リース

23 富桑保育園 22-6209 鳥取市行徳三丁目７０５－１ 要 屋内 固定 リース

24 みたから保育園 22-4245 鳥取市寿町５０１ 要 屋内 固定 リース

25 白兎保育園 59-1144 鳥取市伏野１９３－５ 要 屋内 固定 リース

26 白ゆり保育園 22-5712 鳥取市面影一丁目８－１６ 要 屋内 固定 リース

27 千代保育園 23-7049 鳥取市江津７３０ 要 屋内 置型 リース

28 福部保育園 75-2053 鳥取市福部町海士３４５－１ 要 屋内 固定 リース

29 倉田保育園 53-1373 鳥取市八坂１６９－１ 要 屋内 置型 リース

30 ひかり保育園 82-0508 鳥取市気高町宝木９３７ 要 屋内 固定 リース

31 美和保育園 53-2645 鳥取市上味野５４５ 要 屋内 固定 リース

32 さつき保育園 24-8529 鳥取市国府町谷１５－２ 要 屋内 固定 リース

33 道の駅　西いなば気楽里 82-3178 鳥取市鹿野町岡木280-3 要 屋内 固定 リース

34 散岐保育園 0858-85-1788 鳥取市河原町佐貫７５５－６ 要 屋内 固定 リース

35 豊実保育園 0857-22-4974 鳥取市野坂927 要 屋内 置型 リース

36 もちがせ保育園 0858-87-3600 鳥取市用瀬町別府808 要 屋内 固定 リース

設　置　場　所　一　覧　表
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番号 施設名称 電話番号 住所 BOX 設置場所 設置方法
現在設置

（リース切替前）
AED種別

37 さじ保育園 0858-88-0850 鳥取市佐治町古市１３０－１ 要 屋内 置型 リース

38 西郷保育園 0858-85-2633 鳥取市河原町牛戸１３－１ 要 屋内 固定 リース

39 佐治人権福祉センター 0858-88-0806 鳥取市佐治町古市７１－３ 要 屋内 置型 リース

40 若草学園 28-1233 鳥取市湖山町西一丁目５１６ 要 屋内 固定 リース

41 西品治児童館 26-9030 鳥取市西品治５３３－３ 要 屋内 固定 リース

42 下味野児童館 53-1010 鳥取市下味野１０５８－２ 要 屋内 固定 リース

43 国安児童館 53-3310 鳥取市国安１１８－２ 要 屋内 固定 リース

44 古海児童館 29-0898 鳥取市古海７１８－９ 要 屋内 固定 リース

45 馬場児童館 51-8480 鳥取市馬場１７７－４ 要 屋内 固定 リース

46 倭文児童館 53-1670 鳥取市倭文７４２－３ 要 屋内 固定 リース

47 湖南児童館 54-0124 鳥取市松原４２７－１４ 要 屋内 固定 リース

48 下佐貫児童館 0858-85-2755 鳥取市河原町佐貫１１０４－２４ 要 屋内 固定 リース

49 円通寺児童館 53-4131 鳥取市円通寺２６３ 要 屋内 固定 リース

50 西円通寺児童館 53-6175 鳥取市西円通寺１０４－３ 要 屋内 固定 リース

51 福部未来学園（旧福部小学校） 75-2004 鳥取市福部町高江１８８ 要 屋内 固定 リース

※設置場所欄の記載内容は令和７年５月１日時点の設置場所を表示しています。
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